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口座振替原則化に向けた対応について（依頼） 

 

 本県の国民健康保険行政の推進につきまして、日頃格別の御協力をいただき、厚くお礼申

し上げます。 

 本県においては、保険税水準の統一を実現するため、各市町村における収納率の底上げを

図ることが課題となっています。口座振替原則化は、収納率向上を図る上で重要な取組であ

り、埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）において、令和８年度までに全ての市町村で実

施することを目標としています。 

 つきましては、埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）で定める口座振替原則化について

の取扱いを下記のとおりといたしますので、御対応くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 口座振替原則化の定義について 

  （１） 口座振替を原則化する旨について、条例、規則、施行細則もしくは要綱（要綱  

      はホームページに掲載を要する）のいずれかによる規定 

  （２） 国保加入手続き時における窓口での勧奨 

  （３） 納税通知書への案内文書の同封 

  （４） ホームページ上での周知 

   以上の全てを実施することにより、口座振替原則化が実施されたこととする。 

  

 ２ 口座振替原則化に係る留意点について 

   勧奨等を行ったうえで、口座振替による納付が困難な者や口座振替を拒む者に対して 

  は、登録の強制は行わないこととする。 

   また、短期間で資格を喪失することが明らかである場合などは、登録の勧奨を行うこ 

  とで事務負担の増加につながるような場合には、保険者判断で勧奨を行わないことも可 

  とする。 
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